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富山県地域密着型介護基盤整備事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、富山県補助金等交付規則（昭和37年富山県規則第10号。以下「規則」

という。）第21条の規定に基づき、富山県地域密着型介護基盤整備事業費補助金（以下「補

助金」という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「地域密着型介護基盤整備事業（以下「事業」という。）」とは、

平成26年９月12日老発0912第１号厚生労働省老健局長通知の別紙「地域医療介護総合確保

基金管理運営要領」別記１「介護施設等の整備に関する事業」に基づき実施する地域密着

型サービス等整備助成事業、介護施設等の施設開設準備経費等支援事業、定期借地権設定

のための一時金の支援事業及び既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業

をいう。 

２ この要綱において「地域密着型サービス等整備助成事業」とは、別表第１に掲げる施設

等を整備する事業をいう。 

  なお、地域密着型特別養護老人ホームの整備の際、他の施設等との合築・併設を行う場

合に補助単価の加算を行う。 

  また、空き家を活用した地域密着型サービス施設・事業所等を整備する事業を対象とす

る。 

３ この要綱において「介護施設等の施設開設準備経費等支援事業」とは、別表第２に掲げ

る施設等の開設時や既存施設の増床、また、介護療養型医療施設から介護老人保健施設等

への転換の際に必要な初度経費（開設前最大６ヶ月間）を支援する事業をいう。 

４ この要綱において「定期借地権設定のための一時金の支援事業」とは、別表第３に掲げ

る施設における用地確保のための定期借地権設定に際して土地所有者に支払われた一時金

（賃料の前払いとして授受されたものに限る。）を支援する事業をいう。 

  また、本体施設(特別養護老人ホーム等)を整備する際に、合築・併設施設(定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業所等)を整備する場合においては、当該敷地についても補助対象

とする。 

５ この要綱において「既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業」とは、

別表第４に掲げる施設のユニット化改修及び特別養護老人ホームにおける多床室のプライ

バシー保護のための改修に要する経費を支援する事業、並びに介護療養型医療施設から転

換して介護老人保健施設等を整備する事業をいう。 

  なお、介護療養型医療施設からの転換とは、次の整備区分に掲げる整備内容をいうこと

とする。 

整備区分 整 備 内 容 

創  設 
既存の介護療養型医療施設を取り壊さずに、新たに施設 

を整備すること。 

改  築 
既存の介護療養型医療施設を取り壊して、新たに施設を 

整備すること。 

改  修 
既存の介護療養型医療施設を本体の躯体工事に及ばない 

屋内改修（壁撤去等）で工事を伴うものであること。 

 

改正後の全文 

(アンダーラインが修正箇所) 改正後の全文 

(アンダーラインが修正箇所) 
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（補助金の交付） 

第３条 知事は、県が定める計画（以下「計画」という。）に基づき、富山県地域医療介護総

合確保基金の範囲内で、補助金を交付するものとする。 

（実施主体） 

第４条 事業の実施主体は、市町村又は法人（以下「事業者」という。）であって、知事が適

当と認めるものとする。 

（交付の対象経費等） 

第５条 補助金の交付の対象施設、補助金額及び対象経費は別表第１から別表第４までのと

おりとする。 

２ 前項の規定に関わらず、次の各号に定める経費については、交付の対象としない。 

⑴ 地域密着型サービス等整備助成事業及び既存の特別養護老人ホーム等のユニット化

改修等支援事業 

 ア 既に実施している事業にかかる経費 

 イ 他の補助制度等により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している経

費 

 ウ 土地の買収又は整地等個人の資産の形成に要する経費 

 エ 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する経費 

 オ その他施設整備等に関する事業として適当と認められない経費 

⑵ 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 

ア 平成26年度以前から開始している施設整備事業に伴う事業 

  イ 地方公務員法（昭和25年法律第261号）に定める地方公務員の給与に充てる場合 

  ウ 他の補助制度等により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している経 

   費 

⑶ 定期借地権設定のための一時金の支援事業 

ア 保証金として授受される一時金である場合 

イ 定期借地権の設定期間が50年未満の契約に基づき授受される一時金である場合 

ウ 定期借地権契約の当事者が利益相反関係と見なされる場合 

エ 他の補助制度等により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している経 

 費 

（交付の申請） 

第６条 市町村又は事業者は、地域密着型サービス等整備助成事業に係る補助金の交付を受

けようとするときは、補助金交付申請書（様式第１号）に関係書類を添えて、別に定める

期日までに知事に提出しなければならない。 

２ 市町村又は事業者は、介護施設等の施設開設準備経費等支援事業に係る補助金の交付を

受けようとするときは、補助金交付申請書（様式第２号）に関係書類を添えて、別に定め

る期日までに知事に提出しなければならない。 

３ 市町村又は事業者は、定期借地権設定のための一時金の支援事業に係る補助金の交付を

受けようとするときは、補助金交付申請書（様式第３号）に関係書類を添えて、別に定め

る期日までに知事に提出しなければならない。 

４ 市町村は、既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業に係る補助金の交

付を受けようとするときは、補助金交付申請書（様式第４号）に関係書類を添えて、別に

定める期日までに知事に提出しなければならない。 

（交付の決定） 

第７条 知事は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、当該補助金交付申請書の

内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付の決定をし、当該補助金交付申請書を
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提出した者に通知するものとする。 

（交付の条件） 

第８条 事業を実施する事業者に対して、この補助金を財源の一部として助成する市町村に

対し、規則第５条の規定により補助金の交付に付する条件は、次のとおりとする。 

⑴  事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、補助金変更交付申請書（様

式第９号、様式第10号、様式第11号又は様式第12号）に関係書類を添えて知事に提出し、

その承認を受けなければならない。 

⑵ 事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。 

⑶ 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速や

かに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

⑷ 事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、歳入歳出について証

拠書類を整理し、これを事業完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、

その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

⑸ 市町村は、この補助金を財源の一部として助成する場合には、次の条件を付さなけれ

ばならない。 

ア 事業者が事業を実施するために必要な調達を行う場合は、市町村の助成を受けて行

う事業であることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。 

イ 事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、市町村長の承認を受けな

ければならない。 

   ウ 事業を中止し、又は廃止（一部の中止、又は廃止を含む。）する場合には、市町村

長の承認を受けなければならない。 

エ 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、

速やかに市町村長に報告してその指示を受けなければならない。 

オ 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について

証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日（事業の中止又は

廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間

保管しておかなければならない。 

カ 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得

し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他財産については、

減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）で定める耐用年

数を経過するまで、市町村長の承認を受けないで、当該事業の目的に反して使用し、

譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。 

 キ 市町村長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収

入の全部又は一部を市町村に納付させることがある。 

ク 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後において

も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなけれ

ばならない。 

ケ 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、

契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならな

い。 

コ 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成に係る消費税及び地方

消費税に係る仕入控除額が確定した場合は、速やかに市町村長に報告しなければな

らない。また、当該仕入控除税額の全部又は一部を市町村に納付させることがある。 

 サ 事業者が前各号に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を市町村に納付

させることがある。 
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 ⑹ 前号により付した条件に基づき、市町村長が承認又は指示する場合には、あらかじ

め知事の承認又は指示を受けなければならない。 

 ⑺ 事業者から財産処分又は第５号による収入の納付があった場合には、その納付額の

全部又は一部を県に納付させることがある。 

２ 事業を実施する市町村又は事業者に対し、規則第５条の規定により補助金の交付に付す

る条件は、次のとおりとする。 

⑴ 事業を実施するために必要な調達を行う場合には、県の補助を受けて行う事業であ

ることに留意し、原則として一般競争入札によるものとする。 

⑵ 事業の内容を変更（軽微な変更を除く。）する場合には、補助金変更交付申請書（様式

第９号、様式第10号、様式第11号又は様式第12号）に関係書類を添えて知事に提出し、

その承認を受けなければならない。 

⑶ 事業を中止し、又は廃止する場合には、知事の承認を受けなければならない。 

⑷ 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速や

かに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

⑸ 事業に係る収入及び支出との関係を明らかにした調書を備え、当該収入及び支出につ

いて証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了の日（事業の中止又は廃

止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管し

ておかなければならない。 

⑹ 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、

又は効用の増加した価格が30万円以上（事業者が地方公共団体の場合は50万円以上）の

機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和

40年大蔵省令第15号）で定める耐用年数を経過するまで、知事の承認を受けないで、当

該事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又

は廃棄してはならない。 

⑺ 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全

部又は一部を県に納付させることがある。 

⑻ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても

善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければな

らない。 

⑼ 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、

契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。 

⑽ 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの助成に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除額が確定した場合は、速やかに知事に報告しなければならない。

また、当該仕入控除額の全部又は一部を県に納付させることがある。 

⑾ 市町村又は事業者が前各号に違反した場合には、この補助金の全部又は一部を県に

納付させることがある。 

（軽微な変更） 

第９条 前条第１項第１号及び第５号並びに第２項第２号の規定による軽微な変更とは、次

に掲げる場合をいう。 

⑴ 計画期間の範囲内において個別の事業期間を変更する場合。 

⑵ 計画に記載されている個別の事業において、当該事業に要する費用の額を変更する場

合。ただし、個別の事業（基金の対象としている事業の範囲に限る。）に要する費用の

うち、基金が占める割合を増加させない場合に限る。 

（状況報告） 

第10条 地域密着型サービス等整備助成事業の補助金の交付を受けた事業者（市町村が助成
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する事業者を除く。）は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を

知事に報告しなければならない。 

⑴  事業の入札参加業者を決定しようとするとき 入札参加予定業者報告書（様式第13

号）及び関係書類 

 ⑵ 入札により工事請負業者が決定したとき 入札結果報告書（様式第14号）及び関係書

類 

⑶ 工事請負者と契約したとき 契約締結報告書（様式第15号）及び関係書類 

⑷ 工事に着手したとき 工事着手報告書（様式第16号）及び関係書類 

 ⑸ 工事の請負業者が工事の一部について下請負により施行しようとするとき 下請状況

報告書(様式第17号)及び関係書類 

２ 前項に掲げる書類は、それぞれ10日以内に知事に提出するものとする。 

（実績報告書） 

第11条 地域密着型サービス等整備助成事業に係る補助金の実績報告は、実績報告書（様式

第５号）に関係書類を添えて、別に定める期日までに知事に提出しなければならない。 

２ 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業に係る補助金の実績報告は、実績報告書（様

式第６号）に関係書類を添えて、別に定める期日までに知事に提出しなければならない。 

３ 定期借地権設定のための一時金の支援事業に係る補助金の実績報告は、実績報告書（様

式第７号）に関係書類を添えて、別に定める期日までに知事に提出しなければならない。 

４ 既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業に係る補助金の実績報告は、

実績報告書（様式第８号）に関係書類を添えて、別に定める期日までに知事に提出しなけ

ればならない。 

（細則） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定め

る。 

 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成27年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成28年度分の補助金から適用する。 
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別表第１（第２条関係：地域密着型サービス等整備助成事業） 

 １対象施設 ２補助基準単価 ３対象経費 ４補助金額 

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
施
設
等
の
整
備 

地域密着型特別養護老人ホ

ーム 

１施設当たり 2,640,000円に

当該施設の定員数を乗じた額 

地域密着型特別

養護老人ホーム等

の整備（施設の整備

と一体的に整備さ

れるものであって、

知事が必要と認め

た整備を含む。）に

必要な工事費又は

工事請負費及び工

事事務費（工事施工

のための直接必要

な事務に要する費

用であって、旅費、

消耗品費、通信運搬

費、印刷製本費及び

設計監督料等をい

い、その額は、工事

費又は工事請負費

の2.6％を限度額と

する。）。 

ただし、別の負担

（補助）金等におい

て別途補助対象と

する費用を除き、工

事費又は工事請負

費には、これと同等

と認められる委託

費、分担金及び適当

と認められる購入

費等を含む。 

第３欄に掲げ

る対象経費の実

支出額と、第１

欄に掲げる対象

施設の区分に応

じた第２欄に掲

げる補助基準単

価と、総事業費

から寄付金その

他の収入額（社

会福祉法人等の

営利を目的とし

ない法人の場合

は、寄付金収入

額を除く。以下

同じ）を控除し

た額とを比較し

て最も少ない額

を補助金額（対

象施設が豪雪地

帯対策特別措置

法第２条第２項

の規定に基づき

指定された特別

豪雪地帯に所在

する場合は、

0.08を乗じて得

た額を加算）と

する。 

ただし、千円未

満の端数が生じ

た場合は、これ

を切り捨てるも

のとする。 

 

小規模（定員29人以下）な介

護老人保健施設 

１施設当たり 33,000,000円 

小規模（定員29人以下）な養

護老人ホーム 

１施設当たり 2,270,000円に

当該施設の定員数を乗じた額 

小規模（定員29人以下）なケ

アハウス（特定施設入居者生

活介護の指定を受けるもの） 

１施設当たり 2,640,000円に

当該施設の定員数を乗じた額 

認知症高齢者グループホー

ム 

１施設当たり 19,800,000円 

小規模多機能型居宅介護事

業所 

１施設当たり 19,800,000円 

定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業所 

１施設当たり  5,670,000円 

看護小規模多機能型居宅介

護事業所 

１施設当たり 21,900,000円 

認知症対応型デイサービス

センター 

１施設当たり 11,300,000円 

介護予防拠点 １施設当たり  8,500,000円 

地域包括支援センター １施設当たり  1,130,000円 

生活支援ハウス １施設当たり 34,000,000円 

緊急ショートステイの整備 １施設当たり 1,130,000円に

当該施設の定員数を乗じた額 

施設内保育施設 １施設当たり 11,300,000円 

介
護
施
設
等
の
合
築
等 

地域密着型特別養護老人ホ

ームを整備する際に、要綱

第２条第２項の事業対象施

設と合築・併設 

１施設当たり 2,640,000円に

当該施設の定員数を乗じた額に

1.05を乗じた額 

空
き
家
を
活
用
し
た
整
備 

認知症高齢者グループホー

ム 

 

 

 

 

１施設当たり  8,500,000円 

 

小規模多機能型居宅介護事

業所 

看護小規模多機能型居宅介

護事業所 

認知症対応型デイサービス

センター 
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別表第２（第２条関係：介護施設等の施設開設準備経費等支援事業） 

１対象施設 ２補助基準単価 ３対象経費 ４補助金額 

定
員
30
名
以
上
の
広
域
型
施
設
等 

・訪問看護ステーション（サテライト

型事業所の設置（富山市（旧大山町、

旧八尾町、旧山田村、旧細入村の区域

に限る。）、氷見市、黒部市（旧宇奈

月町の区域に限る。）、砺波市（旧庄川

町の区域に限る。）、南砺市、上市町、

立山町、朝日町に設置するもの）） 

１施設当たり 

3,000,000円 

 対象施設の

開所の際に必

要な備品購入

費（購入単価が

30,000円以上

の も の に 限

る。） 

第３欄に掲げる

対象経費の実支

出額と、第２欄に

掲げる補助基準

単価と、総事業費

から寄付金その

他の収入額（社会

福祉法人等の営

利を目的としな

い法人の場合は、

寄付金収入額を

除く。以下同じ）

を控除した額と

を比較して最も

少ない額に２分

の１を乗じて得

た額とする。 

ただし、千円未

満の端数が生じ

た場合は、これを

切り捨てるもの

とする。 

・特別養護老人ホーム 

・介護老人保健施設 

・ケアハウス（特定施設入居者生活介

護の指定を受けるもの） 

・養護老人ホーム 

１施設当たり 

621,000円に当該施設

の定員数を乗じた額 

対象施設の

円滑な開所や

既存施設の増

床、介護療養型

医療施設から

介護老人保健

施設への転換

の際に必要な

需用費、使用料

及び賃借料、備

品購入費（備品

設置に伴う工

事請負費を含

む）、報酬、給

料、職員手当

等、共済費、賃

金、旅費、役務

費、委託料又は

工事請負費。 

第３欄に掲げ

る対象経費の実

支出額と、第１

欄に掲げる対象

施設の区分に応

じた第２欄に掲

げる補助基準単

価と、総事業費

から寄付金その

他の収入額（社

会福祉法人等の

営利を目的とし

ない法人の場合

は、寄付金収入

額を除く。以下

同じ）を控除し

た額とを比較し

て最も少ない額

を補助金額とす

る。 

定
員
29
名
以
下
の
地
域
密
着
型
施
設
等 

・地域密着型特別養護老人ホーム 

・小規模な介護老人保健施設 

・小規模なケアハウス（特定施設入居

者生活介護の指定を受けるもの） 

・認知症高齢者グループホーム 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

１施設当たり 

621,000円に当該施設

の定員数を乗じた額

（ただし、小規模多機

能型居宅介護事業所及

び看護小規模多機能型

居宅介護事業所にあっ

ては宿泊定員数） 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所 

１施設当たり 

10,300,000円 

・小規模な養護老人ホーム １施設当たり 

310,000円に当該施設

の定員数を乗じた額 

・施設内保育施設 １施設当たり 

3,100,000円 
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介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
介
護
老
人
保
健
施
設

等
へ
の
転
換
整
備 

・介護老人保健施設 

・ケアハウス 

・特別養護老人ホーム及び併設される

ショートステイ用居室 

・認知症高齢者グループホーム 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

・生活支援ハウス 

・高齢者の居住の安定確保に関する 

法律（平成13年法律第26号）第５条の

規定により登録されている賃貸住宅 

・有料老人ホーム 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所 

１施設当たり 

156,000円に当該施設

の定員数（転換床数）

を乗じた額 

ただし、千円未

満の端数が生じ

た場合は、これ

を切り捨てるも

のとする。 
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別表第３（第２条関係：定期借地権設定のための一時金の支援事業） 

１対象施設 ２交付基準 ３補助率 ４対象経費 ５補助金額 

【本体施設】     

定員30

名以上

の広域

型施設 

・特別養護老人ホーム 

・介護老人保健施設 

・ケアハウス（特定施

設入居者生活介護の指

定を受けるもの） 

・養護老人ホーム 

当該施設等

を整備する

用地に係る

国税局長が

定める路線

価の２分の

１ 

２分の１ 定期借地権設

定に際して授受

される一時金で

あって、借地代の

前払いの性格を

有するもの（当該

一時金の授受に

より、定期借地権

設定期間中の全

期間又は一部の

期間の地代の引

き下げが行われ

ていると認めら

れるもの）。 

第４欄に掲げる対象

経費の実支出額と、

第１欄に掲げる対象

施設に応じた第２欄

に掲げる交付基準単

価と、総事業費から

寄付金その他の収入

額（社会福祉法人等

の営利を目的としな

い法人の場合は、寄

付金収入額を除く。

以下同じ）を控除し

た額とを比較して最

も少ない額を補助金

額とする。 

 ただし、千円未満

の端数が生じた場合

は、これを切り捨て

るものとする。 

定員29

名以下

の地域

密着型

施設等 

・地域密着型特別養護

老人ホーム 

・小規模な介護老人保

健施設 

・小規模なケアハウス

（特定施設入居者生活

介護の指定を受けるも

の） 

・認知症高齢者グルー

プホーム 

・小規模多機能型居宅

介護事業所 

・看護小規模多機能居

宅介護事業所 

・小規模な養護老人ホ

ーム 

・施設内保育施設 

 

 

【合築・併設施設】 

定員29

名以下

の地域

密着型

施設等 

・定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所 

・認知症対応型デイサ

ービスセンター 

・介護予防拠点 

・生活支援ハウス 

・緊急ショートステイ 

・地域包括支援センタ

ー 
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別表第４（第２条関係：既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業） 

１ 対象事業・施設 ２ 補助基準単価 ３ 対象経費 ４ 補助金額 

既存施設のユニット化改修 特別養護老人

ホーム等のユニ

ット化等の改修

（施設の整備と

一体的に整備さ

れるものであっ

て、知事が必要

と認めた整備を

含む。）に必要

な工事費又は工

事請負費及び工

事事務費（工事

施工のため直接

必要な事務に要

する費用であっ

て、旅費、消耗

品費、通信運搬

費、印刷製本費

及び設計監督料

等をいい、その

額は、工事費又

は工事請負費

2.6％に相当す

る額を限度額と

する。）。 

ただし、別の

負担（補助）金

等において別途

補助対象とする

費用を除き、工

事費又は工事請

負費には、これ

と同等と認めら

れる委託費及び

分担金及び適当

と認められる購

入費等を含む。 

第３欄に掲げ

る対象経費の実

支出額と、第１欄

に掲げる対象事

業・施設に応じそ

れぞれ第２欄に

掲げる補助基準

単価と、総事業費

から寄付金その

他の収入額（社会

福祉法人等の営

利を目的としな

い法人の場合は、

寄付金収入額を

除く。）を控除し

た額とを比較し

て最も少ない額

を補助金額（対象

施設が豪雪地帯

対策特別措置法

第２条第２項の

規定に基づき指

定された特別豪

雪地帯に所在す

る場合は、0.08を

乗じて得た額を

加算）とする。 

ただし、千円未

満の端数が生じ

た場合は、これを

切り捨てるもの

とする。 

 

 

 

 

「個室→ユニット化」改修 
１施設当たり1,130,000円に整

備床数を乗じた額 

「多床室→ユニット化」改修 
１施設当たり2,270,000円に整

備床数を乗じた額 

ア 特別養護老人ホームのユニット化 

イ 介護老人保健施設のユニット化 

ウ 介護療養型医療施設の改修により転換される次の施設 

・介護老人保健施設 

・ケアハウス 

・特別養護老人ホーム 

・認知症高齢者グループホーム 

特別養護老人ホーム（多床室）の

プライバシー保護のための改修 

（各床間の間仕切りや壁の設置） 

 

１施設当たり700,000円に整備

床数を乗じた額 

介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換整備 

 

・介護老人保健施設 

・ケアハウス 

・有料老人ホーム 

・特別養護老人ホーム及び併設さ

れるショートステイ用居室 

・認知症高齢者グループホーム 

・小規模多機能型居宅介護事業所 

・生活支援ハウス 

・高齢者の居住の安定確保に関す

る法律（平成13年法律第26号）第

５条の規定により登録されてい

る賃貸住宅 

・看護小規模多機能型居宅介護事

業所 

創設１施設当たり 

1,930,000円に転換床数を乗じ

た額 

改築１施設当たり 

2,390,000円に転換床数を乗じ

た額 

改修１施設当たり 

964,000円に転換床数を乗じた

額 
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富山県障害福祉関係社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、富山県補助金等交付規則（昭和37年富山県規則第10号。以下「規則」という。）第21条の規

定に基づき、富山県障害福祉関係社会福祉施設等施設整備費補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し必

要な事項を定めるものとする。 

（補助金の交付） 

第２条 知事は、障害者福祉の向上を図るため、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱（平成17年10月５

日付け厚生労働省発社援第1005003号厚生労働事務次官通知。以下「国補助要綱」という。）第２の２の表第３号

から第８号までに掲げる施設並びに障害福祉サービス事業所等に係る第９号の施設の整備及び充実に必要な経

費について、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。 

（交付の対象） 

第３条 この補助金の対象は、次の事業とする。 

（１）障害者グループホーム設置促進事業 

   国補助要綱第２の２の表第４号に掲げる施設（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律（以下「法」という。）第５条第15項に定める共同生活援助（以下「共同生活援助」という。）を行う施設に

限る。）の整備を行う事業 

（２）社会福祉施設等施設整備事業 

   国補助要綱第２の２の表第３号から第８号までに掲げる施設（第４号のうち共同生活援助を行う施設を除

く。）並びに障害福祉サービス事業所等に係る第９号の施設の整備を行う事業 

（３）障害福祉施設立上げ応援事業 

   第１号又は第２号に掲げる事業により整備した施設を、新たに事業所として開設する際に必要となる初度設

備の整備を行う事業 

２ この補助金は、次に掲げる費用については、補助の対象としないものとする。 

（１）土地の買収又は整地に要する費用 

（２）職員の宿舎に要する費用 

（３）その他整備事業費として適当と認められない事業 

 （事業実施主体） 

第４条 事業の実施主体は、法人とする。 

（補助金額） 

第５条 補助金の算定方法は、第３条第１項第１号から第３号までに定める事業ごとに、次により算定された額と

する。ただし、算定された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

（１）工事請負契約等を締結する単位ごとに、別表１第２欄に定める対象経費の実支出額を合計した額と、総事業

費から寄付金その他の収入額（社会福祉法人等の場合は、寄付金収入額を除く。）を控除した額とを比較して、

いずれか少ない方の額を選定する。 

（２）別表１第１欄に定める区分ごとに第４欄に定める補助上限額の合計を算出する。 

（３）第１号により選定された額に、別表１第１欄の区分ごとに、第３欄の補助率を乗じて得た額と、前号により

算出された額を比較していずれか少ないほうの額の範囲内の額を交付額とする。 

（交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとするときには、規則第３条に規定する補助金交付申請書（様式第１号）に関係

書類（事業計画書（様式第２号）及び所要額内訳書（様式第３号））を添えて、別に定める期日までに各１部提

出しなければならない。 

（交付の決定） 

第７条 知事は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、当該補助金交付申請書の内容を審査し、適当と

認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をし、当該補助金交付申請書を提出した事業者に通知するものとす

る。 

（交付の条件） 

第８条 規則第５条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。 
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（１）事業に要する経費又は事業の内容を変更する場合においては、補助金変更交付申請書（様式第４号）に関係

書類を添えて知事に提出し、その承認を受けること。ただし、次条に規定する軽微な変更については、この限

りでない。 

（２）事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに購入価格が50万円以上の設備備品等（以

下「財産」という。）については、知事の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡

し、交換し、貸し付け、又は担保に供しないこと。 

（３）知事の承認を受けて財産を処分することによって収入があった場合は、その収入の全部又は一部を県に納

付させることがあること。 

（４）事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど県が行う契約手続に準拠しなければ

ならないこと。 

（５）事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事

を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。 

（６）この補助金と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金等他の補助金、配分金等の交付を受

けてはならないこと。 

（７）事業を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。 

（８）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに知事に報告

し、その指示を受けること。 

（軽微な変更） 

第９条 前条第１号ただし書の規定による軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。 

（１）事業に要する経費の20パーセント以上の変更をすること。 

（２）事業により整備する障害福祉関係社会福祉施設の機能の著しい変更をすること。 

（３）事業により整備する障害福祉関係社会福祉施設の利用定員を変更すること。 

（４）購入価格50万円以上の設備備品等の品目及び数量を変更すること。 

（状況報告） 

第10条 第３条第１項第１号又は第２号に掲げる事業について補助金の交付の決定を受けた者は、次の各号に掲げ

る区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を知事に報告しなければならない。 

（１）事業の入札参加業者を決定しようとするとき 入札参加予定業者報告書（様式第５号）及び関係書類 

（２）入札により工事の請負業者が決定したとき 入札結果報告書（様式第６号）及び関係書類 

（３）工事の請負業者と契約したとき 契約締結報告書（様式第７号）及び関係書類 

（４）工事に着手したとき 工事着工報告書（様式第８号）及び関係書類 

（５）工事請負業者との契約を変更した場合 変更工事契約締結報告書（様式第９号）及び関係書類 

（６）工事の請負業者が工事の一部について下請負により施工しようとするとき 下請状況報告書（様式第10号）

及び関係書類 

２ 前項第２号から第４号までに掲げる書類は、それぞれ10日以内に知事に提出するものとする。 

（実績報告書） 

第11条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、実績報告書（様式第11号）に関係書類（事業実績報告書（様

式第12号）、精算額内訳書（様式第13号））を添えて、別に定める期日までに知事に提出しなければならない。た

だし、補助金の交付の決定を受けた年度内に事業が完了しない補助事業者は、年度終了実績報告書（様式第14号）

に関係書類を添えて、別に定める期日までに知事に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する実績報告書、関係書類並びに年度終了実績報告書の様式は、次のとおりとする。 

（細則） 

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成26年度分の補助金から適用する。 
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別表１（第５条関係） 

１ 区分 ２ 対象経費 ３ 補助率 ４ 補助上限額 

(1)障害者グループホーム

設置促進事業 

 ４分の３以内  

 本体工事費 施設の整備（施設の整備と一体的に整

備されるものであって、知事が必要と

認めた整備を含む)に必要な工事費又

は工事請負費（第３条第２項に定める

費用を除く。）及び工事事務費（工事

施工のため直接必要な事務に要する

費用であって、旅費、消耗品費、通信

運搬費、印刷製本費及び設計監督料等

をいい、その額は、工事費又は工事請

負費の2.6％に相当する額を限度額と

する。以下同じ。）ただし、別の負担

（補助）金又はこの区分と別の区分又

はこの種目とは別の種目において別

途補助対象とする費用を除き（以下同

じ）、工事費又は工事請負費には、こ

れと同等と認められる委託費、分担金

及び適当と認められる購入費等を含

む（以下同じ。）。 

ア １施設当たり基準単

価を適用する場合 国補

助要綱別表３－１に掲げ

る事業の種類が「共同生活

援助」の補助基準額 

 

イ 大規模修繕等及びそ

の他の特別な工事費 知

事が必要と認めた額とす

る。ただし、第２欄に定め

る対象経費の実支出額が

これに満たないときは、実

支出額とする。 

 

解体撤去工事費及び仮

設施設整備工事費 

解体撤去に必要な工事費又は工事請

負費及び仮設施設整備に必要な賃貸

料、工事費または工事請負費 

知事が必要と認めた施設

及び額 

(2) 社会福祉施設等施設整

備事業 

 ４分の３以内  

 本体工事費 障害者グループホーム設置促進事業

の本体工事費に同じ。 

ア １施設当たり基準単

価を適用する場合 国補

助要綱別表３－１又は別

表３－２に掲げる事業（施

設）に応じた補助基準額 

 

イ 大規模修繕等及びそ

の他の特別な工事費 知

事が必要と認めた額とす

る。ただし、第２欄に定め

る対象経費の実支出額が

これに満たないときは、実

支出額とする。 

解体撤去工事費及び仮

設施設整備工事費 

障害者グループホーム設置促進事業

の本体工事費に同じ。 

知事が必要と認めた施設

及び額 

スプリンクラー設備等

工事費（既存施設） 

スプリンクラー整備等に必要な工事

費又は工事請負費 

知事が必要と認めた施設

及び額 

(3)障害福祉施設立上げ応

援事業 

 

第３条第１項第３号に定める対象事

業の実施に必要となる初度設備の購

入費 

２分の１以内 １，０００千円 
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キーワード検索 検 索 富山県のウェブサイト ウェブ全体

１０－（１）　商業・サービス業活性化資金

（１）商業・サービス業活性化資金とは

　商業・サービス業の活性化のため、出店や店舗等の改装、集配センターの設置を行う中小企
業者に、必要な事業資金を融資する制度です。

（２）融資対象

１　商店街において、出店（新規・空き店舗）、店舗の改装、集配センターの設置を行う中小
商業・サービス業者

２　空き店舗への出店、店舗の改装、集配センターの設置を行う中小商業・サービス業者（商
店街以外のエリアを対象）

３　商店街整備計画に基づきその環境整備を行う組合

（３）資金使途

□　設備資金・・・出店、店舗の改装、あるいは集配センターの設置にあたって必要な設備資
金

□　運転資金（商店街での出資のみ対象）・・・出店、店舗の改装、あるいは集配センターの
設置にあたって必要な運転資金

（４）融資条件

資
金
使
途

限度額
（万
円）

融資期間
（うち据
置期間）

融資利
率

保証料率 償還方
法

取
扱
金
融
機
関

融資申込先

(1)
商
店
街
設
備
資
金
運
転

設備資
金
(1)
商店
街　
5,000
(2)
その
他　
3,000

設備資金
(1)
商店街
(3)組合
10年以内
（１年以
内）
(2)
その他
７年以内

(1)
商店街
年
1.30％
以内

(2)
その他
(3)組
合

保証協会
の定めに
よる
（割引料
率の適用
有り）

金融機
関の方
法によ
る

県
内
金
融
機
関

取扱金融機関を
経由のうえ県経
営支援課

お問い合わ
せ

商工労働部 経営支援課 金融係
電話：076‒444‒3248

商工労働部 経営支援課 金融係のページ
へ

融資協議書（金融機関向け）(Word 43KB)
利用申請書(Word 49KB)
実施計画書(Excel 80KB)

ホーム > 組織別案内 > 商工労働部 経営支援課 > 平成29年度中小企業向け融資制度 > １０－（１）　商業・サービス業活性化資金

最終更新日：2017年4月7日

本文へ

ホーム 県の紹介 富山県の魅力・観光 くらし・健康・教育 産業・しごと 県土づくり 県政の情報 組織から探す

平成29年度中小企業向け融資制度

情報発信元

関連ファイル
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資
金

(2)
 そ

の
他
(3)
組
合
設
備
資
金

(3)組
合
10,000

 

運転資
金
(1)
 商店

街　
1,000

（１年以
内）

運転資金
(1)
 商店街

５年以内
（１年以
内）

年
1.45％

 以内

（５）よくある質問

Ｑ　改装工事に合わせて、他の設備も入れたいのですが、その分は対象となりますか？

Ａ　原則として、固定資産計上されるものは対象になります。

Ｑ　新規開店するショッピングモールに出店したいのですが、対象となりますか？

Ａ　空き店舗といえないため、対象となりません。

【 情報発信元 】
商工労働部 経営支援課 金融係　電話：076‒444‒3248 　［ お問い合わせフォーム ］

< PDFファイルをご覧いただけない場合 >
左記のボタンのリンク先から「Adobe Reader」をダウンロードしてください（無料）。

県庁舎案内   リンク集   リンク・著作権・免責事項について   ホームページの考え方   個人情報について   ご意見・ご質問
富山県庁 〒930‒8501 富山市新総曲輪1番7号 電話：(代表)076‒431‒4111
Copyright (c) Toyama Prefecture All rights reserved.
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